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発刊にあたって 
 

公益財団法人市川房枝記念会女性と政治センター 
理事長 林陽子 

 
 

公益財団法人市川房枝記念会女性と政治センター（以下「当財団」）は、1971 年
以来、各地の選挙管理委員会の協力を得て、全地方議会への女性議員の進出状況を
調査し、その結果を公刊してきました。さらに、2022 年に京都女子大学と連携・協
力に関する覚書を締結し、「女性参政資料集 2023 年版 全地方議会女性議員の現
状」の発行を、同大学と当財団との共催事業と致しました。 

今般、京都女子大学ジェンダー教育研究所（手嶋昭子所長）の献身的なご努力に
より、ここに調査の報告書を刊行できることになりました。調査にご協力くださっ
た各地の選挙管理委員会その他関係者の皆様に心より御礼申し上げます。 
なお、2020 年に総務省が各都道府県の選挙管理委員会に対して、選挙に際して選挙
管理委員会に届ける候補者情報から「性別」を削除することが適当である、との通
知を発したため（総行管第 205 号）、過去の調査と比較して女性議員に関する情報
の収集は難しくなりました。この問題は、ジェンダー統計の必要性、公職の候補者
の「個人情報」、性別の（男女という）二分法を含め、多面的な論点を含む問題であ
り、広く社会の中で議論される必要があると考えます。 

2025 年は、1945 年 12 月の衆議院議員選挙法改正により日本の女性が参政権を
獲得してから 80 年目にあたります。日本のジェンダー平等の達成度を国際比較す
ると、政治への女性の参画が極端に少なく、そのために平等のための政策が進まな
い、という負のスパイラルに陥っているように見受けます。 

2024 年 10 月に開催された国連女性差別撤廃委員会では、8 年ぶりの日本の報告
書の審査が行われましたが、同じ会期で女性の政治参画に関する一般勧告（条約解
釈のガイドライン）40 号が採択されました。男女同数（パリテ）議会をめざして選
挙法を改正すること、女性参政権の歴史を学校教育の中で教えることなど、日本を
含む条約締結国への具体的な勧告が盛り込まれています。当財団では、女性の権利
の実現の鍵となる参政権（選挙権、被選挙権）が実のあるものとなるよう、女性差
別撤廃条約と一般勧告 40 号の普及に努めてまいります。 

最後になりましたが、女性議員調査をめぐるさまざまな環境の変化の中で、報告
書の完成までご尽力くださった竹安栄子学長をはじめとする京都女子大学の関係
者の皆様に心より御礼申し上げます。この報告書が女性の政治参画に関心を持たれ
るすべての皆様のお役に立つことを心より願うものです。 
 

2025 年 2 月 
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刊行にあたって 
 

京都女子大学 
学長 竹安栄子 

 
 

本冊子は、「（公益財団法人）市川房枝記念会女性と政治センター」（以下、「記念
会」）が 1971 年以降実施してきた全地方議会の女性議員調査を 2023 年 5 月に記念
会から引き継ぎ、これまで記念会が実施してきた調査方法を踏襲して、京都女子大
学ジェンダー教育研究所が同年 9 月から約 1 年間にわたり実施した調査結果の報
告である。本調査は、2023 年度および 2024 年度の京都女子大学学長裁量予算によ
って実施された。当初、本報告書は 2023 年度末までに刊行の予定であったが、予
想外の事態により 1 年余り遅れることになった。その間の経緯については後述の
「調査概要」をご参照いただきたい。 

記念会が過去半世紀余りにわたって刊行してきた『全地方議会女性議員の現状』
は、全国地方議会の女性議員の実態を網羅的・体系的に捉えた貴重な基礎資料であ
る。本報告書の特徴は、①都道府県議会および市町村議会の全ての議会レベル別に
女性議員が網羅されていること、②各議会の女性議員数のみならず、女性議員の当
選回数、年齢、所属会派が記録されていること、③全女性議員の氏名が記載されて
いることの 3 点にある。地方議会の議員については、総務省が「地方公共団体の議
会の議員及び所属党派別人員調等」として毎年 12 月 31 日現在の調査結果を公表し
ている。総務省のデータは、毎年の集計結果を公表するので最新の情報を入手する
ことが出来るが、その一方で①都道府県単位に議員数が括られていて各市町村議会
別のデータを把握できない、②会派以外の議員情報は含まれていない、の 2 点にお
いて『全地方議会女性議員の現状』より情報量がはるかに限定されている。また総
務省が全国の地方議会のデータをとりまとめて公表するようになったのは、2000
年前後からであり 1） （総務省ホームページでは 2003 （平成 15）年から掲載）、それ
以前の包括的データは『全地方議会女性議員の現状』が唯一の資料である。 

私は、1990 年代初頭より地域政治への女性の参画をテーマに地域社会学の立場
から研究を進めてきた。研究に着手した時、先行研究・先行調査を渉猟しようと努
めたが、1 篇の論文も 1 冊の調査報告書も見つけることが出来なかった。あたかも
研究者にとって、女性は地域政治の世界には存在しないかのような扱いであること
に愕然としたことを、30 年以上たった今でも鮮明に覚えている。その時、地域政治
と女性に関して存在した唯一の資料が記念会によって 4 年に一度刊行された『全地
方議会女性議員の現状』であった。 

1994 年に、女性地方議員の実態把握を目的として、科学研究費の助成を受けて
「全国女性地方議員の実態調査」に着手した。当時の全国女性地方議員 2,152 名を
対象とした全数調査が実施できたのもこの『全地方議会女性議員の現状』のお陰で
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あった。この調査の結果、無所属議員の 3 類型（保守系無所属議員、革新系無所属
議員、純粋無所属議員）の発見や女性議員の立候補の最大の障害が「自分の能力に
自信が持てない」という自己肯定感の低さであること、地域社会（集落や同窓会組
織）を集票基盤とする議員が男性議員より格段に少ないこと、など新たな知見を発
見することができた。その後、数次にわたって女性地方議員の実態調査を実施した
が（2002 年は男性議員も含めた全地方議員調査）、いずれも『全地方議会女性議員
の現状』が基礎資料となった 2）。この他、平成の大合併が女性の地方議会進出に及
ぼした影響の検証など、全国レベルでの女性地方議員の推移を明らかにすることが
可能であったのも、この『全地方議会女性議員の現状』があったからである。 

周知のように日本のジェンダーギャップは世界でも最低レベルである 3）。とりわ
け政治分野は世界に大きく後れを取っている。課題解決には、現状を客観的に把握
することが不可欠である。生活に直結する地域政治への女性の参画状況を全国レベ
ルで網羅的に把握できるデータは、研究者にとって有益なだけでなく、多くの女性
たちの地域政治への問題関心を喚起する重要な契機となってきた。にもかかわらず
後述の理由によって、ジェンダー教育研究所スタッフの真摯で懸命な努力にもかか
わらず、今回、全国地方議会の女性議員の全数データを収集することができなかっ
たことは痛恨の極みと言わざるをえない。しかし女性地方議員全数の網羅は叶わな
かったとはいえ、検証可能な調査方法によって実施された市町村議会別の唯一の女
性議員データとしての意義は大きいとの判断で本報告書の刊行を決断した。本報告
書が、さまざまな分野の方々によって地域政治への女性の参画の推進に活用される
ことを切望する。 

 
 
 
 
 
 
 
  

1） 総務省は 1976 年に女性議員の調査を実施しているが、その結果は内閣府男女共同参画局に 
よって公開されている。また 1977 年～1979 年はデータが欠落しているなど変則的なもの
であった。 

2） 一連の調査に基づく研究成果については拙著「第 6 章 地方の女性議員たち」、三浦まり編
著『日本の女性議員』朝日新聞出版所収、2016 年参照。 

3） 146 ヶ国中 118 位、政治領域は 113 位（世界経済フォーラム、Gender Gap Report 2024）。 

4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

調査概要 

5 



2023 年女性議員調査の実施について 
 

京都女子大学ジェンダー教育研究所 
所長 手嶋昭子 

 
 

このたび、公益財団法人市川房枝記念会女性と政治センターと京都女子大学の共
催事業として『女性参政資料集 2023 年版 全地方議会女性議員の現状』を刊行する
ことができました。調査の実施と報告書の作成は、京都女子大学ジェンダー教育研
究所が担当いたしました。ご協力を賜りました関係各位に心より感謝申し上げます。 

この調査は、市川房枝記念会が 1971 年以降実施してこられ、日本における政治
領域への女性の参画状況を示す唯一無二の貴重なデータとして、多くの研究者やメ
ディアの分析を支える根拠となってきました。2023 年に当研究所が調査の実施を
引き継がせて頂きましたが、調査結果を出すまでの道のりは予想外の困難の連続で、
本報告書も予定より大幅に遅れての刊行となりました。その経緯等、詳細につきま
しては、「調査概要」に譲りますが、一番の障害となったのは、総務省の通知です。 

令和 2 年に総務省が都道府県選挙管理委員会委員長宛に発出した「候補者の立候
補の届出があった旨の告示事項等について（通知）」では、候補者の立候補の届出
があった旨の告示事項から、「性別」が除外されました。このため「女性議員」を抽
出する本調査には回答できないとする選管が多数に上り、残念ながら、これまでの
女性議員調査との連続性が一部失われた調査結果となっています。総務省の通知は、
女性議員の割合の低さが課題であると明記している一方で、女性議員数の統計を取
ることを妨げる内容となっており、非常に深刻な事態を招来しています。周知のよ
うに日本のジェンダーギャップ指数が低迷している理由の一つが女性議員の割合
が低いことですが、統計が取れなくなれば実態は覆い隠され、課題の解決に支障が
出ることは明らかです。 

 一時は、調査の中断もやむなしかと思われましたが、ジェンダー統計の重要性
を否定するような政府の方針に異議申し立てをするためにも、あえて不完全な調査
結果を公表し、世に問うことといたしました。ご理解・ご協力を賜りました公益財
団法人市川房枝記念会女性と政治センター及び関係各位にあらためて御礼申し上
げます。 

多くの皆様に、この調査結果を活用して頂き、日本の政治領域におけるジェンダ
ー平等の実現を後押しして頂ければ幸いに存じます。当研究所も引き続き、この問
題に取り組んで参ります。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 
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1. 調査目的 

本調査の目的は「（公益財団法人）市川房
枝記念会女性と政治センター」1） （東京）（以
下、「記念会」）が 1971 年以降実施してきた
全地方議会の女性議員調査について、「記念
会」と京都女子大学との「覚書」（令和 5 年
5 月 9 日締結）に基づき、両者の共催事業と
して『女性参政資料集 2023 年版 全地方議
会女性議員の現状』（以下、「2023 年版」）の
発行を行うものである。 

具体的には、2023 年春に実施された全国
統一地方選挙 2） （以下、「統一地方選」）の結
果を踏まえて、全国 17883）の都道府県・市
区町村議会  （以下、「全地方議会」）におけ
る女性議員の状況を明らかにすることにあ
る。 

京都女子大学は、「新グランドビジョン
（2020-2029）」に則り、本調査を通じて地
方政治における女性議員に関する研究蓄積
へ資するとともに、ジェンダー平等社会の
構築に貢献することも目指す。 
 
2. 調査内容 

本調査は、京都女子大学「研究所・センタ
ーからの提案型プロジェクト」の令和 
5・6 年度に応募し、採択されたプロジェク 
トである。「京都女子大学研究倫理規準（平 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
成 27 年 4 月 28 日施行）」4）に基づき、京都
女子大学ジェンダー教育研究所が実施主体
として調査の企画・運営・実施および取りま
とめを行った。その際、調査にあたっての重
要事項は都度、「記念会」と協議の上、内容
や方向性を決定した。データの収集からデ
ータ作成までの工程については、株式会社
PDD、一般社団法人 新情報センターの両社
に委託した。 
以下、本調査の概要を記す。 
 
【調査手順】 
□2023/09/13 
・総務省自治行政局選挙部管理課の意見を 

2023 年 8 月に得た上で、全国の都道府県 
選挙管理委員会（以下、「選管」）に対して、 
調査への協力を依頼する旨の書状を郵送。 

□2023/11/01～2023/12/31 
・回答の回収。 
□2024/01～2024/05 
・回答内容の分析。 
□2024/05～2024/07 
・一部自治体へ再回答の依頼と再回収。 
□2024/08～2024/12 
・回答内容の再分析。 
□2025/01～2025/03 
・回答内容の公表準備。 
  

1） 「記念会」と京都女子大学は、「日本におけるジェンダー平等とおよび女性の政治的エンパワ
ーメントの促進を図ることを目的」に「連携・協力に関する協定書」を令和 4 年 11 月 30 日
に締結している。 

2）正式名称は「統一地方公共団体の議会の議員及び首長の選挙」。 
3）北方領土の 6 村を含めない。 
4）「京都女子大学研究倫理規準（平成 27 年 4 月 28 日施行）。 

https://www.kyoto-wu.ac.jp/admin/reiki_int/reiki_honbun/j000RG00000299.html 
（2024/01/22 取得） 
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「2023 年版 全地方議会女性議員の現状」調査概要 



 
 
 
【調査時点】 
・2023/06/01 
 
【調査対象】 
・全都道府県・市区町村選挙管理委員会 

（都道府県選管には、各都道府県内の全 
市区町村選管分のとりまとめも依頼した） 

 
【調査内容】 
・別紙「調査表」の通り。 

（2019 年調査の際に「記念会」が用い 
たものを継続して使用した。一部文言を 
付記した） 

 
【調査方法】 

京都女子大学にて本調査を目的とした専
用サイト（以下、調査用サイト）を構築し、
本サイトから各選管担当者が「調査表」をダ
ウンロードし、オフラインで記入し、記入後
の「調査表」を改めて調査用サイトにアップ
ロードしてもらう形式を用いた。本サイトの
ＵＲＬは、各選管宛ての書状に記載すると
ともに、京都女子大学オフィシャルウェブサ
イトのトップページから誘導する導線も設
置した。 

尚、本サイトへのアクセスにはパスコー
ドの入力が必要とする仕様を行い、回収し 
た情報の保護につとめた。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
【調査期間】 
・2023/09/13～2024/07/31 
 
【サンプル数】 
・都道府県：47 
・市区町村：1741 （市：792、特別区：23、 

町:743、村 1835）） 
・調査表 1～3 の回答率  92.6％ 
・調査表 4 の回答率   99.2％ 
・調査表 5 の回答率   93.4％ 
 
3. 回答結果 

本調査では、回答を行わなかったり、一部
しか回答しなかったりする選管が続出する
状況となった。本調査に回答しなかった自
治体数は 133 （6 道県、66 市、61 町村）で
ある。 

これにより、全 1788 の自治体のうち 1 割
近くの自治体から性別についての回答が得
られなかった。こうした状況は、1971 年以
降継続的に全地方議会のデータを回収して
きた本調査にとって初めてのことであった。
以下では、その背景と要因について検討し
た。 
  

5）脚注 3 に同じ。2024/06/01 現在。 
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4. 明らかになった問題とそれへの対応 

総務省は、令和 2 年 7 月 17 日付で、各選
管宛に１通の「通知」6） （以下、「通知」と記
載する）を発行しており、これが本調査に大
きな影響を与えていたことが判明した。こ
の「通知」には、候補者の立候補届出があっ
た旨の告示事項等に候補者の性別、生年月
日を記載しない 7）旨が盛り込まれている。住
所も「市区町村」までの記載、とされた 8）。 

この通知を発行した理由について総務省
は、「とりわけ人口の半分を占める女性の議
員の割合が低いことが課題とされ、多様な
層の住民がより議会に参画しやすくなるよ
うに環境を整備する必要がある」9）とする
「第 32 次地方制度調査会答申」をかんがみ、
選挙制度に関しても、性別や生年月日などの
告示事項については「プライバシーの観点
などから立候補に支障を来すおそれがある
との指摘もあることから」10）取り扱いを見 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
直したとしている。 

この通知がもたらした本調査への影響に
対し、京都女子大学では以下のような対応
を行った。時系列で示す。 
 まず、調査を開始した段階で、「通知」に
関連した問い合わせが選管から数多く寄せ
られた。「女性に特化した調査への回答はで
きない」「『通知』があるため、回答を行うこ
とができない」「選管では性別を把握してい
るものの、公にはできない情報であるため、
回答は控えさせていただく」といった内容
のものが多く、「性別の定義は『性自認』で
もよいか」というものもあった。 

「回答できない」とした自治体に対して
は、改めて本調査の趣旨を説明したが、「通
知」の存在は大きく、自治体側の回答拒否の
姿勢を翻意させることは、ほぼできなかっ
た。性別の定義については、学内では当初か
ら協議を行い、選管側が「自認性を提供する」 
  

6）総務省自治行政局選挙部長名で各選管委員長宛てに発行された。総務省, 2020, 『候補者の立
候補の届出があった旨の告示事項等について（通知）』「第３地方公共団体の議会の議員及び
長の選挙における立候補の届出があった旨の告示事項等について」[総行管第 205 号] 

（https://www.soumu.go.jp/main_content/000704946.pdf）尚、本通知は地方自治法第 245 条
の 4 第 1 項の規定に基づく「技術的助言」に該当する。「技術的助言」とは地方自治体の事
務に関し、客観的に妥当性のある行為や措置を実施するように促したり、必要な事項を示し
たりする助言を指し、地方公共団体の自主性及び自立性に配慮するとされ、強制力はない。
（総務省, 2011 年 7 月 6 日, 『今後発出する通知・通達の取扱いについて』 
（https://www.soumu.go.jp/main_content/000121537.pdf））。 

7）生年月日に代わって「年齢」を告示する、とされた。 
8）市区町村以降続く丁や番地等の住所は告示しない、という趣旨。政令指定都市は行政区まで、

とされた。 
9）総務省, 地方制度調査会, 第 32 次地方制度調査会、『2040 年頃から逆算し顕在化する諸課題

に対応するために必要な地方行政体制のあり方等に関する答申 令和２年６月２６日』 
pp.21-24. （https://www.soumu.go.jp/main_content/000693733.pdf）。 

10）「通知」p.1。 
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とした場合は、それを受領するとしていたた
め、その旨を回答した。 
 このように、性別に関する回答が得られ
なかった自治体選管が一定数存在すると調
査全体に影響すると考え、次の 3 つの対応
策を試みた。 

１つ目は、選管ではなく、議会事務局に本
調査への回答を改めて依頼する方法である。
本調査担当者は 2024 年 6～7 月にかけて、
選管が「無回答」とした自治体を抽出し、該
当する複数の自治体の議会事務局へ直接出
向いたり、架電を行ったりして、本調査の趣
旨を説明した。議会事務局の対応は、「回答
する」と「回答しない」に分かれた。 

前者の主な理由は「法律上、選管と議会は
別組織であるため、自主的な回答が可能」
「議員本人に直接、性別公開の可否につい
て確認を取れば、回答できる」というもので
あった。一方、後者の主な理由は「選管が『回
答しない』としている調査に対して、議会事
務局はそれと異なった判断はできない」と
いうものであった。 

また別の議会事務局では、ヒアリングに
対して「議員には、ＬＧＢＴＱの人がいるの
で回答を控えたい」11）としたところもあった。
京都女子大学からは「性自認で構わないの
で、調査にご協力いただけないか」と重ねて
依頼したが、「通知」の存在も重視され、翻
意させることはできなかった。本調査では、
選管が無回答とした自治体議会事務局へ再
回答を依頼する方法を採用はしなかった。 

 
 
 
 

 
 
 
２つ目は、各自治体議会のオフィシャル

サイトで詳細を確認することも検討したが、
サイト上での閲覧だけでは、本調査が求め
るデータを取得できないことが判明した。 
３つ目は、回答しなかった自治体の首長に
直接レターを送り、改めて依頼する方法も
検討したが、選管判断を覆すことは相当に
困難と推測された。 

さらに、これらいずれの方法をとっても、
当初の調査方法とは異なってしまうことか
ら、京都女子大学内で改めて協議を行い、
「記念会」とも協議を重ね、回答しなかった
自治体を除いて集計を行い、公表に向けた
準備を進めることとした。また、回答しなか
った自治体名も全て掲載した。したがって、
本調査で得られた結果は、全地方議会女性
議員のデータを示すことはできていないが、
先述の課題を含む実態は明らかにすること
ができたと考えている。 
 
5. 本調査で表出した課題への検討 

本調査は 1971 年の開始以降、選管から回
収した全地方議会における女性議員の数、
党会派、当選回数、氏名、年齢などのデータ
をもとに、各統一地方選後に、その実態と歴
史的変遷を分析してきた。これまでの調査
結果は、多くの研究者やメディアに引用さ
れるなど、社会における重要な意味を保持
してきた。それを踏まえて、今回の調査を行 
った結果、総務省の対応に課題が 2 点ある
と考える。 
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1 点目である。特に 2023 年の統一地方選
は、これまで 「女性のいない民主主義」12）と
指摘されてきた日本において、地方選挙史
上類を見ないほど女性の状況が注目され、
わが国の民主主義の１つの試金石となって
いたと言える。にもかかわらず、「通知」に
より、この選挙結果を踏まえた現時点での
実態把握が難しくなり、歴史的視点からの
分析も困難にしている。政治におけるジェ
ンダーをめぐる状況や問題を明らかにする
ために収集・分析される統計データは、中
央・地方政府における政策立案は勿論、社会
における課題解決のために重要な役割を果
たすことは論を俟たない。 

2 点目である。総務省や内閣府のオフィシ
ャルサイトで示された女性議員数などは、
ほとんどの自治体選管が候補者に対し、立
候補を届け出た時点で提出を求めている戸 
籍に記載された性別を根拠としている。つ
まり、現在の社会で求められている性の多 
様性への対応は十分行われていると言えず、 
社会の実態を正確に表しているとも言い難
い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

総務省は、この二正面のいずれにおいて
も十分に政策対応していないと考える。 
 
6. 「立候補時点での性別をどう考え

るか」への自治体現場の対応 
こうした状況の中で、現場の自治体選管

は、立候補時点の性別をどのように扱って
いるのだろうか。結論から述べると、多くの
部分が自治体側の裁量に任されていた。 

先述のように、自治体選管は、立候補予定
者に対して、立候補届出書類の提出を求め
ているが、法律上で提出が求められている事
項以外は、書類の内容や形式等は選管によ
って異なる。ほとんどの自治体において、届
出書類には、性別を記載する欄がある 13）。こ
の性別欄に、戸籍に記載された性を記載す
るか自認性を記載するかは、定められた規
定はない。これに加えて、多くの自治体選管
は、添付書類として戸籍の提出を求めている
14）。これは、性別確認を目的としたものとい
うより、通常は、被選挙権の要件定義 
（国籍や年齢等）を満たしているかどうか 
の確認のために用いられている。先述のよ 
  

12）前田健太郎. 2019. 『女性のいない民主主義』岩波書店．からの引用。日本において男性に政 
治権力が集中している現状を指した言葉。 

13）近年、性別欄を削除した自治体も出てきている。 
14）『公職選挙法施行規則第十二条第十九号様式』（衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の 

選挙以外の選挙における候補者の届出書の様式）の「添付書類」として「戸籍の謄本又は抄 
本」という記載がある。 （https://laws.e620252_1/-gov.go.jp/data/MinisterialOrdinance/  
pict/325M50000002013/2FH00000037549.pdf） 
自治体選管からの提示方法としては、たとえば、岐阜県垂井町, 2023, 『令和５年４月２３日 
執行予定 垂井町長選挙・垂井町議会議員選挙立候補関係者説明会 連絡事項』p.1 を参照。  
（https://www.town.tarui.lg.jp/uploaded/attachment/6623.pdf） 
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うに、総務省へは戸籍性が提出される 15）。 

一方、現場では運用上の工夫もされてい
た。ある選管へのヒアリングでは、立候補予
定者を対象とした選管主催の事前の届出説
明会では、参加したすべて立候補予定者お
よび関係者に対して「メディア等から問い合
わせがあった場合、性別や生年月日を伝え
ていいか」と事前に確認を取っているという
16）。そういった問い合わせは、選挙の際には、
メディアや大学等から寄せられるため、あ
らかじめ個別候補者に確認を取っておく、
ということであった。 

さらに、戸籍とは異なる性別での立候補
を受理した自治体選管もある 17）。2015 年の
名古屋市議選では、戸籍上の性別は男性で、
自認性は女性の立候補予定者が、名古屋市
中区選管に立候補を届け出たところ、中区 
選管は「女性」として届け出を受理した。し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
かし、総務省には戸籍上の性別を届けると
されているため、総務省には「男性」として
報告し、総務省では「男性」とされている。 

こういった現場での運用は各選管に任さ
れている。それは「通知」を受けてなお、本
調査に回答してきた自治体が大多数を占め
ていたことにも現れていると考えている 18）。 

ここで、「通知」が示している「告示」と
は、何を指すのかについて述べておく。複数
の自治体選管に確認したところ、主に「公報」
であった 19）。「公報」とは、規則の交付や告
知、公告などを行うために発行する機関誌
を指し、ここに立候補者の氏名を記載する
際の掲載内容が、総務省の「告示」事項に該 
当する。一方で、調査担当者がヒアリングし
た自治体選管では、「『通知』以前から、『公
報』に性別は掲載していない」としたところ 
 
 
  15）選管担当者へのヒアリングでは、「自認性」と「戸籍性」が異なった届出がこれまでなかっ

た場合、この点を厳密に検討していない選管が多いこともわかった。尚、本稿におけるヒア
リング対象県の固有名詞は先方希望により全て匿名とする。 

16）県選管担当者へヒアリング（2023 年 11 月 20 日）。 
17）朝日新聞, 2015 年 04 月 03 日（名古屋版 夕刊）尚、この候補者は落選。また、2003 年、

世田谷区選管でも区議選での立候補予定者に対しても、同様の取り扱いをしている。 
18）調査担当者はこういった自治体現場での多様な運用実態を批判するものではない。地方分

権一括法施行後、地方政府は中央政府との関係において、自律性を拡大しているだけではな
く、独自性も強めている。 

19）「公報」をオフィシャルサイトに掲載する自治体もあれば（例：新潟県の公報『新潟県報』 
（https://kenpo.pref.niigata.lg.jp/）青森県の公報『青森県報』（https://www. pref. aomori. 
lg.jp/kenhou/））、自治体庁舎前の掲示板に掲示するにとどまるところもある。尚、「公報」 
は、都道府県は発行しているが、市町村は発行していないところもある。また自治体の行事 
やサービスなどを知らせる「広報」とも異なる。また、ここでの「公報」は、選挙に関連し 
た政党や候補者の主張、候補者の顔写真や経歴などを選挙期間中に各世帯に配られる「選 
挙公報」とは異なる。 
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も複数あった 20）。 
 
7. まとめ 
 ここまでの検討を踏まえると、総務省が
プライバシー配慮を目的として発行した「通
知」は、本来の目的以外に、社会の実態を見
えにくくしている。本調査への影響から考え
ると、無回答自治体が一定数存在したこと
で、社会の正確な像が可視化されていない
ことに加えて、自認性が戸籍性と異なって
いる当選者は、自認性と異なる性で、本調査
に集計されている可能性は、残念ながら、完
全に排除することもできない。  
  「第５次男女共同参画基本計画 令和 2 年
12 月 25 日（令和５年 12 月 26 日一部変 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
更）」 では、「業務統計を含む各種調査の実 
施に当たり、可能な限り男女別データを把
握し、年齢別・都道府県別にも把握・分析で
きるように努める」と示されていて、男女別
のデータの重要性は、改めて指摘されてい
る。総務省が公表している選挙に関する男女
別のデータも勿論、大変重要である。その上
で、自治体選管に一律、性別の告示を取りや
めるよう通知するより前に、選挙において
性別をどう考えるかについてさらに十分な
議論が必要であろう。その上で何を公表す
るかしないのかを検討すべきと考える。 
今後、ジェンダー平等社会構築のために、実
態に即した議論を行い、政策の転換を求め
るものである。 
 
 
 
 
  

20）県選管担当者へヒアリング（2023 年 11 月 17 日） 

文責 
京都女子大学ジェンダー研究所 助教 

戸田 香 
京都女子大学データサイエンス学部 

データサイエンス学科 教授 
鈴木 富美子 
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図表 20  都道府県別・当選回数別にみた女性議員数と割合                  
図表 21  議会レベル別・党会派別にみた 

当選回数別の女性議員数とその割合（都道府県・市区・町村）    
図表 22  都道府県別・議会レベル別にみた女性議員の平均年齢                
図表 23  党会派別・議会レベル別にみた女性議員の平均年齢               
図表 24  党会派別・議会レベル別にみた女性議員初当選者の平均年齢             
図表 25  当選回数別・議会レベル別にみた女性議員の平均年齢              
図表 26  都道府県別にみた女性議員の割合（2003 年・2023 年）               
図表 27  都道府県別にみた女性議員在籍議会の割合（2003 年・2023 年）          
図表 28  都道府県別・議会レベル別にみた女性議員数と割合（2019 年・2023 年）        
図表 29  都道府県別・議会レベル別にみた 

女性議員在籍議会数の割合（2019 年・2023 年）    
図表 30  都道府県別にみた全市区町村議会の女性議員在籍状況（2019 年・2023 年）      
図表 31  議会レベル別にみた女性議員数の推移（1979 年～2023 年）           
図表 32  党会派別にみた全女性議員数と割合の推移（1979 年～2023 年）         
ﾘｽﾄ 01-1  議会レベル別にみた 

女性議員数・割合の都道府県内および全国順位リスト（都道府県議会） 
ﾘｽﾄ 01-2  議会レベル別にみた                             

        女性議員数・割合の都道府県内および全国順位リスト（市区議会）           
ﾘｽﾄ 01-3  議会レベル別にみた 

女性議員数・割合の都道府県内および全国順位リスト（町村議会）  
ﾘｽﾄ 02-1  議会レベル別にみた女性議員の割合ランキング（都道府県議会）            
ﾘｽﾄ 02-2  議会レベル別にみた女性議員の割合ランキング（市区議会）            
ﾘｽﾄ 02-3  議会レベル別にみた女性議員の割合ランキング（町村議会）             
付表 01  統一地方選挙における投票率（1947 年～2023 年）                
付表 02  統一地方選挙における執行率（1947 年～2023 年）                 
付表 03  統一地方選挙 都道府県議会議員選挙における 

女性の候補者・当選者数（1947 年〜2023 年）   
付表 04  統一地方選挙 市区議会議員選挙における                  

        女性の候補者・当選者数（1947 年〜2023 年）              
付表 05  統一地方選挙 町村議会議員選挙における 

女性の候補者・当選者数（1947 年〜2023 年）  
付図 01  統一地方選挙における女性の候補者・当選者                    
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注１ 
議員数は、各選挙管理委員会が、2023 年 6 月 1 日から遡って直近の選挙結果から本調査に回答
した数字である。当選後、離党や議員辞職等した議員も一定数存在するが、それはこの表には反
映されていない。 
 
注２ 
・党会派の並び順は、原則として公益財団法人市川房枝記念会女性と政治センター『女性参政資 

料集 2019 年版 全地方議会女性議員の現状』に準じている。 
・党会派の名称は、各選挙管理委員会が、2023 年 6 月 1 日から遡って直近の選挙において、そ 

れぞれの議員の立候補時の届出内容から本調査に回答した名称である。 
・「NHK から国民を守る党」「NHK から自国民を守る党」「NHK の受信料を支払わない方法を教 

える党」「古い政党から国民を守る党」「嵐の党」「NHK と裁判してる党 弁護士法 72 条違反 
で」「NHK 受信料を支払わない国民を守る党」「政治家女子 48 党」と立候補時に選挙管理委 
員会に届け出た者の所属党会派は全て 2023 年 6 月 1 日時点での国政における会派名称であ 
った「政治家女子 48 党」とする。 

 
注３ 
・党会派の略称は以下の通りである。 

自由民主党＝自民、立憲民主党＝立憲、国民民主党＝国民、公明党＝公明、日本共産党＝共産、 
日本維新の会＝維新、社会民主党＝社民、れいわ新選組＝れいわ、政治家女子 48 党＝政女、 
参政党＝参政、全国市民政治ネットワーク＝ネット（全国市民政治ネットワークに属する地域 
政党は全てまとめた） 

・諸派は以下の記載としている。 
（「諸派」には、旧立憲民主党として記載された者が含まれる。旧立憲民主党は 2020 年９月 
14 日に解散したため。また、旧国民民主党として記載された者が含まれる。旧国民民主党は 
2020 年９月 11 日に解散したため） 
＜都道府県＞ 
 
 
 

 
＜政令指定都市・特別区・市議会＞ 

 
 
 
 

注記について 

a＝いわて県民クラブ 
b＝都民ファーストの会 
c＝減税日本 

d＝チームしが 
e＝市民政党「草の根」 
f＝旧立憲民主党、沖縄社会大衆党 
 

g＝幸福実現党 
h＝幸福実現党 
i＝幸福実現党 

j＝旧立憲民主党 
k＝未来政治塾絆プロジェクト、幸福実現党 
l＝オリーブの木 

18 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜町村議会＞ 

 
 
 
 
 

 
注４ 
・数字の「０（ゼロ）」は便宜上「-」と記載している場合がある。 
 
注５ 
・調査表１から作成。 
・以下の道県からは回答なし。 

▽北海道、福岡県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 
・年齢について、以下の都県からは全員または一部回答なし。 

▽東京都、奈良県 
・当選回数について、以下の県からは全員または一部回答なし。 

▽埼玉県 
・党会派名について、以下の県からは全員または一部回答なし。 

▽奈良県、鳥取県 
 
注６ 
・調査表２から作成。 
・政令指定都市と特別区を含む。 
 

m＝都民ファーストの会、あたらしい党、 
緑の党グリーンズジャパン、 
都政を革新する会、次世代あらかわ、 
葛飾に維新を起こす会 

n＝しらさぎ・無所属クラブ 
o＝旧立憲民主党、幸福実現党 
p＝改革みしま、緑水会、新未来 21、幸福実現党 
q＝減税日本 
r＝彦根党 
s＝京都党 
 

t＝吹田党 
u＝新社会党、幸福実現党 
v＝幸福実現党 
w＝幸福実現党 
x＝幸福実現党 
y＝幸福実現党 
z＝幸福実現党 
aa＝幸福実現党 
bb＝沖縄社会大衆党 

cc＝幸福実現党 
dd＝幸福実現党 
ee＝幸福実現党 
ff＝幸福実現党 
gg＝幸福実現党 

hh＝幸福実現党 
ii＝幸福実現党 
jj＝幸福実現党 
kk＝幸福実現党 
ll＝幸福実現党 
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注記について 



 
 

 
・以下の政令指定都市、特別区、市からは回答なし。 

▽北海道札幌市、函館市、岩見沢市、根室市、滝川市、砂川市、深川市 
▽埼玉県さいたま市 
▽東京都世田谷区、調布市 
▽岡山県 浅口市 
▽福岡県 北九州市、福岡市、柳川市、筑紫野市、大野城市 
▽熊本県熊本市、八代市、 人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、 

宇城市、阿蘇市、天草市、合志市 
▽大分県別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、 

宇佐市、豊後大野市 
▽宮崎県宮崎市、都城市、 延岡市、日南市、日向市、西都市、えびの市 
▽鹿児島県鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、阿久根市、出水市、指宿市、西之表市、 垂水市、 

薩摩川内市、日置市、曽於市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、志布志市、奄美市、 
南九州市、伊佐市、姶良市 

・回答のなかった政令指定都市・特別区・市議会の議員定数は、各都道府県の合計議員定数から 
除いている。 

・年齢について、以下の特別区、市からは全員または一部回答なし。 
▽千葉県茂原市、東京都大田区、中野区、足立区、武蔵野市、三鷹市、町田市、新潟県長岡市、 

上越市、奈良県生駒市、岡山県倉敷市、長崎県長崎市、対馬市 
・当選回数について、以下の市からは全員または一部回答なし。 

▽埼玉県加須市 
・党会派名について、以下の市からは全員または一部回答なし。 

▽神奈川県鎌倉市、神奈川県伊勢原市、山梨県南アルプス市、山梨県笛吹市、山梨県甲州市 
山梨県中央市、愛媛県八幡浜市 

 
注７ 
・調査表３から作成。 
・以下の町村からは回答なし。 

▽北海道京極町、月形町、秩父別町、沼田町、東川町、新冠町、様似町、別海町、標津町 
▽福島県川内村 
▽東京都三宅村 
▽福岡県鞍手町、大木町、川崎町 
▽熊本県 南関町、長洲町、和水町、御船町、益城町、甲佐町、山都町、芦北町、津奈木町、 

山江村 
 

注記について 
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▽大分県 玖珠町、姫島村 
▽宮崎県 三股町、高原町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、木城町、川南町、門川町、 

諸塚村、高千穂町 
▽鹿児島県三島村、十島村、さつま町、長島町、湧水町、大崎町、東串良町、錦江町、 

南大隅町、肝付町、中種子町、南種子町、屋久島町、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、 
喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町 

・回答のなかった町村議会の議員定数は、各都道府県の合計議員定数から除いている。 
・女性議員の年齢について、以下の町からは全員または一部回答なし。 

▽山形県小国町、埼玉県川島町、長崎県波佐見町 
・党会派名について、以下の町からは全員または一部回答なし。 

▽北海道白老町、北海道洞爺湖町、北海道むかわ町、北海道足寄町、北海道釧路町、山形県 
山辺町、福島県鏡石町、埼玉県川島町、山梨県西桂町、徳島県海陽町、徳島県つるぎ町 

・福島県川内村については、選管からは「ゼロ人」と回答があったが、その後、「2023 年 6 月 
1 日現在」においては「１人」であることが判明したため、「回答なし」として扱った。 
 

注８ 
・調査表４から作成。 
・政令指定都市と特別区を含む。 
・以下の市町村からは回答なし。 

▽北海道根室市、月形町、沼田町、東川町 
▽福岡県北九州市、筑紫野市、鞍手町、大木町、川崎町 
▽熊本県阿蘇市、天草市、宇城市、南関町 
▽大分県豊後高田市 

・尚、以下の県市町は記載漏れと推測されたため、各県市町から回答のあった調査表 1～3 を各 
地方議会等のオフィシャルサイトと突合させ、調査表４の内容を図表などに反映させている。 
▽群馬県、奈良県、鳥取県、岡山県、埼玉県滑川町、嵐山町、横瀬町 

・福島県川内村については、選管からは「ゼロ人」と回答があったが、その後、「2023 年 6 月 
1 日現在」においては「１人」であることが判明したため、修正を行った。 
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注記について 
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図 表 

※過去の調査結果は、全て公益財団法人市川房枝記念会女性と政治センター 
のこれまでの刊行物にもとづく。 
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※ 「調査用サイト」 （p8 「調査概要」参照）の「調査表」説明文に以下の文章を追記 
した。 

 
 
■20230927 追記： 

当初「調査表１～３」に記載していた「生年月日」の記入列を「年齢」に変更して 
います。 
「年齢」については、以下のいずれかをご記入下さい。 
１．2023 年 6 月 1 日時点の満年齢 
２．貴自治体の選挙期日における満年齢 
・尚、１か２か、どちらを記載したかについて、恐れ入りますが「調査表１～３」 

の該当シートの「空白のセル」のどこかにご記入いただければと存じます。何も 
ご記入がなかった場合は１．と認識させていただきます。 

・もし、既に「生年月日」で既にご記入を始めて下さっていた場合は、そのままお 
進めくださって構いません。事務局で満年齢に換算します。「生年月日」をその 
まま公表するものではございません（お送りしました「2019 年度版」をご参照 
いただければ幸甚です） 

 
■20230927 追記： 

「性別」の考え方については、以下のいずれかでご判断いただき、各シートにご記 
入下さい。 
１．戸籍 
２．自認 
・もし、２で記入された場合は、恐れ入りますが各シートの「空白のセル」のどこ 
かに、2 とご記入いただければと存じます。何もご記入がなかった場合は１．と認 
識させていただきます。 
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